


－目 次－

１ はじめに　                                                                               2　

２ 調査概要                                 　4

３ 倉敷市中心市街地の位置づけ        　 10

４ 2018 年度調査結果　             11

５ 調査を終えて　               　 34

巻末寄稿　NPO 法人倉敷町家トラスト

「倉敷中心市街地の歴史的町並みの保存・整備に関する課題」   　  35

※ 4 章の物件分布図は全て国土地理院基盤地図情報を基に筆者が作成

1-1 倉敷の町並みの成立                                           2

1-2 伝統的建築物の保存・再生の意義　                       2

1-3 町家トラストによる中心市街地の伝統的建築物　    3

           に関する調査の経緯　

2-1　 調査目的　                      4

2-2　 調査方法と日程                 4

2-3　 調査対象とする伝統的建築物　                       4

2-4　 調査項目　                      7

2-5　 本調査における空き家の判断方法　          7

3-1　 倉敷市総合計画における中心市街地の位置づけ　 10

3-2　 倉敷市中心市街地活性化基本計画　                  　10

3-3　 用途地域　           　10 

4-1　調査結果の集計　            　11

 4-1-1　調査対象物件数　          　11

 4-1-2　空き家        　　12 

 4-1-3　階数                   　13

　 4-1-4　屋根形状　          　14

 4-1-5　1階外壁の構造と仕上げ　                    　16

 4-1-6　2階外壁の構造　          　18

 4-1-7　建築様式 　                 　20

 4-1-8　各部の破損状況            　21

 4-1-9　建物用途　                  　22

 4-1-10 接道条件　                   　23

4-2　各地区の建築環境的特徴            　24



2 ｜倉敷市中心市街地における伝統的建築物の残存状況調査報告書

調
査
概
要

倉
敷
市
中
心
街
地
の
位
置
づ
け

２
０
１
８
年
度
調
査
結
果

巻
末
寄
稿

は
じ
め
に

本稿は、倉敷市地域おこし協力隊（まちづくり部）吉田宗人

が2018年度に実施した倉敷中心部の町家調査報告書である。

調査は2018年6月16日、17日、23日、24日の4日間で実施し、

倉敷中心部のまち歩きを兼ねて市民公募としたところ、合計

61名の方にご参加頂いた。最初に町家トラスト事務所にて調

査概要を説明し、担当町内会毎に班で分かれてまち歩きをし

ながら調査範囲内の歴史的建築物の外観の特徴を記録した。

4日間の調査とその後の補完調査により、合計で774件の建築

物の特徴を記録することができた。これらの建築物の外観

的特徴をまとめた地図を作成し、町内会別に町並みの現状を

整理することで、2018年時点での倉敷中心部の歴史的建築

物の現状を市民で共有することを、本稿の目的とする。

また、調査結果を踏まえて歴史的町並みの保存・整備に関

わる課題をNPO法人倉敷町家トラストよりご寄稿頂き、これ

を本稿巻末に収録した。

1-1　倉敷の町並みの成立

旧倉敷地区(註１)は、遠浅の海に浮かぶ島々の周囲を干

潟化する中で、新田開発のための干拓と物資の集積・舟運の

ための河川整備が行われるなかで次第に集落が形成された。

江戸中期には幕府の直轄地となり、物資の集積・流通地とし

て商業的に発展した。

地域で財を成した資産家は大型の町家と蔵を建て、倉敷川

畔を中心として鶴形山南西部に沿って家並みが形成され、後

に往還道路にそって町並みが形成される。明治期に入ると地

域経済は一時低迷するが、倉敷紡績の設立とその関連施設

の建設、山陽鉄道倉敷駅の設置とともに、町は拡大する。大

正・昭和期には周辺部にも市街化の波が及び、中央病院をは

じめ行政施設、教育施設、道路の建設といった都市基盤整備

が進められた。

戦後、倉敷市は全国に先駆けて様々な景観保全制度を策

定し、町並み保存・景観整備を進めてきた。その結果として、

美観地区は県内最大の観光地として1988年には年間500万

人を超え、現在も300万人以上の観光客を迎えている。しかし、

近年は美観地区の周辺地域において、伝統的建築物の解体

や更新が進み、高層建築物や駐車場が増加し、都市景観が

無秩序に変化しつつある。

各調査で確認された歴史的建築物の残存数（表1-1）をみ

ると、2012年度調査では2004年に確認された歴史的建築物

はじめに
が84件消失しており（306件→222件）、特に阿知2丁目・3丁目、

鶴形1丁目では10件以上が消失している。その後2014年調査

では193件まで減少しており、2004年からの10年間で100件

以上の伝統的建築物が失われた。

なお、2014年調査では高度経済成長期に入る昭和30年中

頃までに建てられた建築物まで調査範囲を拡大した結果、さ

らに多くの伝統的建築物が確認された。今後、これらの物件

をどのように維持・改修していくかが課題となると考えられる。

1-2　伝統的建築物の保存・再生の意義

伝統的建築物は文化財的価値だけではなく、現代にお

ける都市住宅・店舗のひとつの形としても捉えることがで

きる。NPO法人京町家再生研究会の実践組織として1999

年に発足した京町家作事組は、著書(註２)の中で住宅を

なぜ残すべきなのかというテーマついて以下のように述べ

ている。

住宅が耐久消費財と呼ばれて久しいが、今や住宅は建てられてから壊さ
れるまでの期間が、平均で25年ほどという。それは住宅ローンの期間に相
当する。（中略）このような住まいが社会的ストックとはいえず、住宅の高耐
久化、長寿命化が叫ばれている。
（中略）人力や天候に左右される現場作業は高コストで、かつ前近代的
な生産システムとされ、プレファブ化が進められた結果、メーカー住宅で
は一定の成果が上がっている。ところが、需要見通しの困難性や販売コス
トなどによって必ずしもコストダウンには繋がっていないし、かつ、あくまで
生産段階のプレファブ化であって、再利用のプレファブ化にはなっていない。
（中略）住宅供給の産業化は地域の職人を再編成する形で進められたが、
経済効率の追求による構法の変化は熟練工を必要としなくなり、多くの熟
練した大工や職人を廃業に追い込んだ。（中略）そのようななかで起きた阪
神・淡路大震災（兵庫県南部地震）は建物の倒壊で多くの人命を奪い、建物
の耐震性向上が緊急課題になった。熟練した木工技術を前提にできない
状況化（原文ママ）での（理由はそれだけでないが）基準強化は補強金物に
頼ることになっている。しかし、収縮する木材と金物の相性や金物の寿命
あるいは点検もメンテナンスもできない状態での金物使用の是非、かつ木
造軸組構法において剛性を高めることの良否は不問のままである。
以上は現代が抱える建築生産、それも主に木造住宅生産における問題
とその対策について考察したものであり、それらの問題から抽出されるゼ
ロエミッション（ごみ）、リサイクル、省エネ・低環境負荷、などのテーマは、
人類を破滅から回避させるために不可欠な緊急課題とされるテーマと重な
る。そして、問題解決の目標である、良質な住宅ストック、建物の長寿命化、
プレファブ化、省エネ・低環境負荷化、災害に対する安全性の確保、伝統
工法の継承システム、メンテナンスフリーなどは「京町家の特性」で述べた
ように、京町家ではあたりまえのことだったのである。

このように生産段階のプレファブ化によってできた現代住

宅は社会的ストックとは言えず、再利用システムも未だ確立さ

れていないため省エネや低環境負荷の観点から問題を指摘し

ている。そして、伝統的な京町家がこのような現代住宅が抱

える問題に対する回答の一つであるとしている。
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表１-1　美観地区を除く中心市街地における伝統的建造物数の変化(倉敷町家トラスト2014年度調査報告書に基づき作成)

また、伝統的建築物の保存・再生の意義や課題について、

2019年1月26日に開催された倉敷市伝統美観保存条例制定

50周年記念シンポジウムにおいて、全国町並み保存連盟理事

長福川裕一氏から町家・町並みの保全・再生に対して以下のよ

うに示された。

伝統的な町家が並ぶことで生まれる町並みが、現代の都市

計画においても合理的なシステムであるため、町並みを保存

する意義がある。町家が並ぶことで得られる効果として、①

道が囲まれ、賑わいが生まれ、プロムナードとなる、②中庭が

連続し、密集したまちなかでも良好な住環境が実現する、③

公私（コミュニティとプライベート）の適切な関係が実現する、

④正面の様々な装置が建築内外の関係を調整し、中間領域

をかたちづくる。以上の４点が挙げられた。

このように、伝統的建築物を点ではなく線或いは面的に保

存・再生することは、個々の建築物の価値を維持するだけで

なく、良好な住環境・コミュニティの形成に寄与し、近隣ひいて

は地域に対してもメリットがあることが示唆された。

倉敷市は、全国に先立ち５０年以上にわたって美観地区の

町家・町並み景観の保全に取り組み、歴史的な町並み景観を

維持・整備してきた。しかし、その周辺地域に残る歴史的建築

物は社会的ストックとして・文化財としての価値評価なく除却

されつつある。そこで、本調査を通じて美観地区の周辺地域

における伝統的建築物の残存状況を明らかにし、今後の中心

市街地の社会的ストック及び文化財の保存・利活用施策立案

に向けた基礎資料とする。

1-3　町家トラストによる中心市街地の伝統的建築物

        に関する調査の経緯

■第1回調査　（2004年調査）

ヒアリング及び史料調査に基づき町家の残存数を把握している。

明治以前に建てられるものについては全て江戸期として計上して

いる。

■第2回調査　（2006年調査）

美観地区及び周辺地域を対象として、空き家の状況把握を目的

として実施されている。2006年からトラスト会員有志により悉皆調

査を実施。外観の特徴、用途、敷地環境、建築年代について調査

している。ただし、建築年代は建物所有者に聞き取りができた場

合のみ記入することとしており、大半の物件は建築年代不明となっ

ている。

調査対象範囲：阿知3丁目、阿知2丁目、川西町及び鶴形2丁目、

美和2丁目、中央1丁目、東町の一部

■第3回調査　（2010年調査）

ハウジングアンドコミュニティ財団の助成事業として実施された。

建物の防火性能を把握するため、道路側と隣地側の外壁材料、1・

2階の軒裏の仕上げ、隣家に面して開口部があるか、敷地環境とし

て前面道路が幅員4m以上あるか、2方向避難が可能かどうかの

項目が前回調査から追加されている。

調査対象地区：東町、本町（美観地区内とその周辺地域のみが対象）

2006年調査を基礎調査として、2012年、2013年には調査対象

物件が残存しているかを把握する目的で町家トラスト会員による

調査が行われた。ただし、これら2回分の調査では物件の状態は

詳細に記録せず、あくまで残存数のみを記録している。

■第4回調査　（2014年調査）

中心市街地内の自治会について、調査票を用いて伝統的建築物

の現況を調査している。2014年調査では、従来調査では対象外で

あった戦後に建てられたと推察できる物件についても調査対象に

含め、建築士の判断で戦後在来住宅として記録している。

調査対象範囲：本町、阿知2丁目、阿知3丁目、鶴形1丁目、鶴形2

丁目、美和1丁目、美和2丁目、東町、川西町、稲荷町

■第5回調査　（2018年調査）

本稿がこの調査の結果報告書にあたる。2014年調査で調査対

象とした物件の現況確認と併せて、中心市街地内の伝統的建築

物を見出すことを目的として実施した。調査範囲及び調査票は

2014年と概ね一致している。

註１　中心市街地活性化計画区域のうち、倉敷駅を含めた山陽
本線以南の地域

註２　京町家作事組編著：町家再生の技と知恵　京町家のしく
みと改修のてびき，学芸出版社，2002
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2-1 調査目的

倉敷市中心市街地の歴史的建築物の残存状況について、

市民有志を交えて悉皆調査を実施し、過去調査の結果との比

較分析から町並みの現状を明らかにする。また、調査結果を

市・企業・市民と共有し、美観地区と周辺地域を含めた町並み

景観を一体的に整備するための制度や仕組みづくりの基礎

資料とする。

2-2 調査方法と日程

■調査方法

　地図担当・撮影担当・記録担当の3，4人程度のグループを

組み倉敷市中心市街地を歩き、2014年度調査対象物件を中

心として伝統的建造物の現状を1件ずつ記録していく（悉皆調

査）。調査票は前回調査と同様のものを使用し、建て替えや取

り壊しだけでなく、建具や外構も含めた外観の変化も記録する。 

　調査範囲はJR倉敷駅以南の中心市街地活性化基本計

画区域とその周辺の地域とする（表2-1、図2-1）。

■調査日程

2018年

5月26日      ：倉敷町家トラスト総会にて概要説明

5月下旬まで ：水島工業高校との日程調整

6月16・17・23・24の4日間（：市民共同調査

調査概要

表2-1　各調査における調査範囲

12月　　　  ：補完調査

2019年       ：データ整理、報告書作成

2020年

3月6日　     ：調査報告会

2-3　調査対象とする伝統的建築物

■町家・古民家

町家とは、一般に町なかにある家、商家などを指す。主に

都市の中心部や宿場町等で、高い密度で人々が住み、商業や

手工業などの産業活動が営まれた地域に多く立地する。用途

は主に商業（物販、飲食、宿泊等）や手工業が営まれた職住併

用住宅が中心だが、専用住宅である仕舞屋（しもたや）も含ま

れる。また、町家等には、まちなかに立地する武家屋敷、その

跡地に立地した伝統的な様式の専用住宅等も含む。

一般的には、建築年代は江戸期から概ね終戦前までに建

築されたものを伝統的な町家として捉えている(表2-2)。戦時

中とその前後に建築活動が停滞したこと、戦後に近代的な工

法が普及したことによって、戦後の建築ストックとは異なる価

値とみなされるが、今回の調査においては、昭和30年頃まで

に建てられたと思われるものも調査対象とする。
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図2-1　各年度の調査範囲

表2-2　在来軸組工法と伝統軸組工法（京町家）の構造特性比較表(註３)
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本調査は道路から見える範囲での外観調査であり、

表2-2に示す伝統軸組工法の内部構造の特徴を判断す

ることはできないため、表2-3に示す条件に基づいて調

査対象を抽出した。

町家形式とは、建築物の様式をそのまま維持してい

るものをさし、道路に面して建てられていることや基礎・

屋根・外壁等の特徴から判断する。町家改修形式とは、

町家形式の建築物の一部を改修して現代風にしている

ものや、増築をしているものを指す。例えば、土間部分

をガレージに改修しているものや、下屋にベランダを

増設しているもの、外壁の一部をモルタルやタイルで

仕上げているものなどが挙げられる。その他、筋交いが

みられるものなど一見して在来工法とみられるものは

戦後在来住宅として区別した。

表2-3にある倉敷の「細部の歴史的特徴」については、

主に美観地区を対象としてとりまとめられた昭和49年

の報告書(註４)及び昭和58年の報告書(註５)には詳

細な記述がみられる。倉敷の歴史的な町並みは、大橋家

界隈をはじめ美観地区周辺地域にも各所に残存してお

り、上述の報告書で解説されている特徴を手掛かりと

して調査を進めた。

表2-4に、上述の報告書に記載されている町家の特徴

の一部を整理した。

表2-4　倉敷の町家・古民家の歴史的特徴

表2-3　調査対象の概要
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2-4　調査項目

　本調査は、NPO法人倉敷町家トラストによる2014年

度調査で使用された調査票を一部改変したものを使用し

た(図2-2)。それぞれの項目の調査理由及び方法を以下

に示す（表2-4）。一部項目については調査対象外とした。

■接道条件について

古い市街地には、建築基準法の道路に全く接していな

い（例えば幅員1.8メートル未満の道路にしか接してい

ない）敷地や、周囲を宅地に囲まれ、実際に道路に出入り

できる部分の幅が2メートルに満たない敷地が存在して

いる。法律上は、原則としてこうした敷地では再建築で

きず、例外規定による許可も現実の危険性が予想される

場合には受けられないことも考えられる。道路から奥まっ

た建物が建て替えも売却もできなくなっているケース

が実際に見られる。

これらを踏まえ、本調査では歴史的建築物の今後を考

えるための資料とすべく、接道条件についても記録した。

2-5　本調査における空き家の判断方法

空き家等対策の推進に関する特別措置法（空家特措法）

では、空家等及び特定空家等を以下のように定義して

いる(表2-6)。この法律では、従来の空き家のうち周囲

への悪影響が懸念され早急な対応が必要となるものを

特定空家と定義している。

空き家に関連する調査として、5年ごとに住宅及び世

帯の実態を把握し、その現状と推移を明らかにするこ

とを目的として住宅・土地統計調査が実施されている。

この調査では、「住宅」及び「空き家」を表2-7のように定

義している。

ここでいう空き家とは、別荘等の二次的住宅や賃貸用・

売却用の空き物件といった、使用目的が明らかなものと、

その他の住宅に分類される取り壊しが決定しているもの、

或いはこれらの判断が困難なものに分類されている。

表2-6　空家特措法における定義(註７)

表2-5　調査項目
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図2-2 調査票
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これらの法律による定義及び統計調査で定める用語

を参考に、本調査では建物現況について現住・空き家・不

明の3択で、独自のフローに基づき記録した。判断の基

準として、住宅・土地統計調査で用いられる分類のうち、

「居住世帯の有無」で外観から把握できる要素に基づい

て空き家を定義した。

建物内に人がいることが道路から見て判断できる場

合や、洗濯物が干してある場合、車庫に自動車がある場

合など、生活の様子が明らかに見て取れる場合は「現住」

表2-7 住宅・空き家等の定義(註８)

註３　京町家作事組編著：町家再生の創意と工夫　実例にみ
る改修の作法と手順，学芸出版社，2005
註４　伊藤鄭爾 , 中山繁信 ,「昭和 49 年度倉敷町並保存調査
報告」pp.8-15，1975
註５　倉敷市教育委員会，倉敷川畔伝統的建造物群保存基本
計画報告書，pp.45-47，1984
註６　窓・入り口等の建具の開口部枠の隅で、一方の材の端
が見えがかりで突き出ている部分
註７　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年
１１月２７日法律第１２７号）第二条に基づき作成
註 ８　 総 務 省 統 計 局 HP　 平 成 25 年 住 宅・ 土 地 統 計
調 査　 用 語 の 解 説　（https://www.stat.go.jp/data/
jyutaku/2013/1.html，2019.1.24 閲覧）に基づき作成

と判断した。これらが確認できない場合、電気・水道メー

ターを確認し、稼働している場合も「現住」と判断した。

メーターが稼働していない場合は普段居住していな

い建築物として「空き家」と判断した。道路からはメー

ターを目視できない場合は、建物の損傷状況を確認した。

屋根・壁・建具等が破損しており、建物内での日常生活に

支障をきたすと考えられる場合も「空き家」と判断した。

以上の項目で判断がつかないものは全て「不明」とした。

本調査での空き家の判断は必ずしも現況を正しく把

握できるものではないため、調査結果を地元住民に確認・

修正して頂いたものを最終的な調査結果として整理した。

図2-3　空家の判断フロー
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3-1 倉敷市総合計画における中心市街地の位置づけ

倉敷市は1970（昭和45）年策定の「倉敷市振興計画」

以降、5次にわたって地域の総合計画を策定し、現在は

第6次総合計画が進行している。

第6次総合計画では倉敷市の目指す将来像として「自

然の恵みとひとの豊かさで個性きらめく倉敷」を掲げ、

市民アンケートに基づき「安心・安全、快適、豊か、優し

さ、はぐくみ、共生、躍動、自立」の8つの理念をまちづ

くりの基本理念としている。それぞれの基本理念に基

づき、めざすまちの姿と施策が提示されている。

このうち、中心市街地の建築環境に関連する施策を

抜粋すると、「安心・安全」には道路環境の安全確保、「快

適」には美観地区の歴史的景観の保全と、まち全体とし

ても魅力的な景観形成、循環型社会の形成、交通弱者へ

の対応が挙げられる。

生活面に関しては、「豊か」には生活の中に個性的で

魅力的な文化が息づいている、倉敷文化が世代を超え

て継承される、「優しさ」ではコミュニティでの支えあい、

「はぐくみ」では学校・コミュニティ・家庭が連携して子

供が学び成長できる環境、「共生」には障がい者の社会

参加、働く場の提供、高齢者の生きがい、「躍動」には商

店街の賑わい、市中心部のにぎわい再生と利便性の向

上、特色を生かした各地域の活性化と住民生活の向上、

「自立」では行政が税金の無駄遣いをしていないことが

挙げられている。

本調査で対象とする中心市街地内の伝統的建築物と

強く関連するものは、まち全体として魅力的な景観形

成、循環型社会の形成であり、これらを通して中心部の

倉敷市中心市街地の位置づけ

表3-1　倉敷市中心市街地活性化基本計画の目標

にぎわい再生や個性的で魅力的な生活、倉敷文化の継

承等の生活面での目標と関連付けることができる。

3-2 倉敷市中心市街地活性化基本計画

中心市街地活性化基本計画は平成22（2010）年に第1

期計画が策定され、平成27年からは第2期計画が進行し

ている。第2期計画では倉敷駅周辺の約175haを計画区

域とし、「世界に誇る伝統文化　居心地のよいまち　く

らしき」をテーマとしている。活性化の目標として表

3-1の3点を挙げている。計画区域は、JR倉敷駅、倉敷

みらい公園、医療機関、美観地区それぞれを中心とした

4つのエリアが示されている。計画区域南西部のエリア

指定が見られない場所では、戸建住宅やマンションな

ど住宅が多くみられる。美観地区を中心とするエリアは、

概ね伝建地区、伝美地区、背景地区のエリアとその周縁

部で中央通り西側にある重要文化財大橋家住宅あたり

まで指定されている。

3-3 用途地域

中心市街地の大半は商業地域或いは近隣商業地域に

指定されており、倉敷駅の西側エリアには第2種住居地

域が指定されている。美観地区は全て近隣商業地域と

なっている。
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図4-1　調査対象物件分布図

新たに追加調査したものは208件であった。調査物件が多

い地区は、船倉町113件、阿知3丁目110件、阿知2丁目101

件であり、少ない地区は中央1丁目17件、美和1丁目23件、

美和2丁目30件である。また、本町及び中央1丁目は美観

地区を除くエリアを調査対象とした。

前回調査と比較すると、船倉町の57件追加が最も多く、

本調査で定義する伝統的建築物が阿知2丁目、3丁目と並

んで100件を超えている。

4-1 調査結果の集計

2018年度調査では、合計774件の伝統的建築物等につ

いて外観的特徴を記録した。以下に、調査項目別の集計結

果と所見を記す。

例えば、長屋のように１棟の建築物に複数の世帯が入居

している場合は、1棟に対して2件以上調査票を作成するた

め、建築物の棟数と調査件数は必ずしも一致しない。また、

物件の分布図は建築物単位で着色しているため、1棟の建

築物に対して2件以上の調査票を作成していたとしても、一

方の属性に基づいて着色している。

以上の理由から、集計結果の件数と分布図の地物数は一

致せず、それぞれ774件と637棟であった。

4-1-1 調査対象物件数

2018年度調査物件774件のうち、前回（2014年）調査で

確認されていたものを改めて記録し直したものが566件、

2018 年度調査結果

表4-1　調査対象物件数
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4-1-2 空き家

本調査で定義する空き家は合計で137件確認された。

阿知3丁目は合計110件のうち空き家が32件（29.1%）、

川西町は合計94件のうち空き家が25件（26.6%）、船倉

町は合計113件のうち空き家が29件（25.6%）と、調査対

象地区のなかで空き家の件数が多い。また、本町及び

中央1丁目は美観地区を除くエリアを調査しているた

め総件数は17件と最も少ないが、両地区とも空き家が7

件（41.1%）と高い割合であった。

本調査では、敷地内に立ち入らず道路から見える範

囲で判断しているため、それぞれの地区で「不明」の物

件が多数ある。774件中619件は現住・空き家・解体等を

判断できたが、「不明」155件の現況把握には補足調査

が必要となる。

表4-2　建物現況別件数

図2-3　空家の判断フロー（再掲）

 図4-2　建物現況別分布図

※個人情報保護や防犯等の観点から、建物現況の分布図は掲載しない
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図4-3　階数別分布図

4-1-3 階数

階数をみると、2階建（下屋型）が394件で最も多く、総

2階建が170件、平屋建が149件と続く。倉敷の伝統様式

として年代が古いとされる厨子2階は31件あり、このう

ち12件は阿知3丁目で確認された。分布図をみると、中

央通りを超えて美観地区の西側にある道路沿いで、重

表4-3　階数別件数

要文化財大橋家住宅の界隈で、青色で着色している厨

子2階建てが並ぶ町並みが見られる。平屋建ての149件

のうち38件（26.7%）は船倉町で確認された。3階建は増

築しているものや教会が該当し、合計で5件確認された。
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図4-4　屋根形状別分布図

4-1-4 屋根形状

屋根形状をみると、調査対象774件のうち615件（79.5%）

が切妻屋根であり、入母屋59件、寄棟42件、切妻屋根に庇

が付いた庇付き切妻(写真4-1)13件と続く。いずれの地

区でも、切妻屋根の割合が最も大きい。また、中央2丁目

では他地区よりも入母屋屋根の物件が多く確認された。

表4-4　屋根形状別件数

写真4-1 庇付き切妻屋根の例
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図4-5　屋根仕上げ別分布図

屋根の仕上げをみると、桟瓦が484件で最も多く、セメ

ント瓦82件、金属葺き78件、本瓦58件と続く。いずれの

地区も半数以上が桟瓦であり、セメント瓦や金属葺きと

続くが、阿知3丁目と美観地区内も調査した東町では本

瓦葺きの物件が他地区よりも多く確認された。なお、本

調査では本瓦や桟瓦で葺いたものの上から金属を覆って

いるものも「金属葺き」として記録している（写真4-2）。

表4-5　屋根仕上げ別件数

写真4-2 元の仕上げを覆う金属葺きの例
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4-1-5 1 階外壁の構造と仕上げ

1階外壁の構造をみると、真壁造りが313件（40.4%）で最も

多く、元の外壁仕上げを覆い隠す被せ工法が284件、大壁造

り116件と続く。倉敷の町家の伝統様式とされる塗屋造は6

件、土蔵は11件であり、船倉町、鶴形2丁目、美和1丁目・2丁目

を除く地区で確認された。

全774件のうち284件が被せ工法であるが、元は真壁造り

や土蔵造りであったと見受けられる物件も確認されており、

表4-6　1階外壁構造別件数

図4-6　1階外壁構造別分布図

これらの物件に関しては修理や改修により外観を変更する際、

本来の外壁構造に戻すことも選択肢の一つとなり得ると考え

られる。

1階外壁の仕上げをみると、漆喰仕上げが337件(43.5%)

で最も多く、モルタル199件(25.7%)、金属板58件(7.5%)と

続く。漆喰仕上げが多くみられた地区は、阿知3丁目が110件

中47件(42.7%)、東町が65件中45件(69.2%)、阿知2丁目が

101件中42件(41.6%)等である。ただし、東町は美観地区内
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表4-7　1階外壁仕上げ別件数

図4-7　1階外壁仕上げ別分布図

も調査範囲に含めているため、美観地区の保存事業により漆

喰仕上げの割合が大きいと考えられる。

モルタル仕上げの多くは元の仕上げの上に被せているもの

で、内側に土壁や漆喰壁が残されているものも多数あると考

えられる。金属板もモルタルと同様に元の仕上げの上に被せ

ていると思われるものが多いが、モルタルよりも外壁の劣化

が進行していると見受けられるものもあった。（図4-7,表4-7)

1階外壁の構造と仕上げの関係をみると、真壁造り313件

のうち伝統様式である漆喰仕上げは244件であり、モルタル

仕上げが30件、土壁29件と続く。大壁の116件の内訳は、モ

ルタル63件、漆喰34件、木板11件と続く。被せ工法の284件

の内訳をみると、モルタル仕上げが99件で最も多く、金属板

56件、サイディング42件、漆喰40件と続く。モルタル或いは

金属板により元の仕上げを被せているものが全体の半数以

上を占めている。



18 ｜倉敷市中心市街地における伝統的建築物の残存状況調査報告書

調
査
概
要

倉
敷
市
中
心
街
地
の
位
置
づ
け

２
０
１
８
年
度
調
査
結
果

巻
末
寄
稿

は
じ
め
に

図4-8　2階外壁構造別分布図

4-1-6２階外壁の構造

774件のうち149件ある平屋建は、2階外壁構造の選択

肢を「無し」としている。ここではこれらを除いた625件を、

2階を有する物件として内訳をみていく。2階外壁の構造を

みると、被せ工法が625件中228件(36.5%)で最も多く、真

壁造り187件(29.9%)、大壁造り116件(18.6%)、塗屋造43

件(6.9%)と続く。1階外壁構造は真壁造りが最も多かった

が、2階外壁は被せ工法が最も多い。また、2階部分が看板

表4-8　2階外壁構造別件数

等で覆われており、道路上からは外壁の構造が判別でき

ないものは「不明」としている。

地区別にみると、鶴形2丁目、美和2丁目は半数程度が

被せ工法であり、阿知2丁目、阿知3丁目、稲荷町、川西町、

船倉町、中央1丁目・2丁目は各地区の合計件数の3割程度、

鶴形1丁目と一部が美観地区に含まれる東町では2割以下

であった。（図4-8,表4-8）

2階外壁の仕上げをみると、2階を有する625件のうちモ
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図4-9　2階外壁仕上げ別分布図

表4-9　2階外壁仕上げ別件数

ルタル177件(28.3%)と漆喰174件(27.8%)が多く、木板82

件(13.1%)、金属板70件(11.2%)と続く。

漆喰仕上げは美観地区が含まれる東町が最も多く65件

中30件であるが、美観地区を含まない阿知3丁目(110件中

27件)や阿知2丁目(101件中25件)、川西町(94件中19件)

においても調査件数の25%程度が漆喰仕上げである。

モルタル仕上げは船倉町が113件中33件(29.2%)で最

も多く、阿知3丁目110件中24件(21.8%)、川西町94件中

22件(23.4%)など中央通りを挟んで西側の地区で多く確

認できた。（図4-9,表4-9）

2階外壁の構造と仕上げの関係をみると、1階外壁と同

様、被せ工法ではモルタル仕上げが84件、金属板56件、サ

イディングが39件と続く。また、真壁造りの物件をみると、

半数以上が漆喰仕上げであるが、モルタルや木板で仕上

げられているものもそれぞれ数件ずつ確認された。
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図4-10　建築様式別分布図

4-1-7 建築様式

本調査は店舗兼住宅の町家、専用住宅の古民家、塀付

きで敷地中央に建てられる屋敷、長屋の区別は行わず、

それぞれの伝統的特徴を維持しているものを町家形式

として記録した。また、町家形式の一部を改修（増築や

土間部分をガレージ化等）しているものを町家改修形

式として記録した。

町家改修形式が442件(57.1%)で最も多く、次いで町

表4-10　建築様式別件数

家形式250件(32.3%)である。多くの地区では町家改

修形式の方が最も多く確認されたが、鶴形1丁目、鶴形

2丁目、東町では町家形式が最も多い。
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図4-11　破損状況別分布図

4-1-8 各部の破損状況

各部の破損状況として屋根・下屋・外壁の3ヶ所に着目し、

いずれか１ヶ所でも破損が目立つ物件を地図にプロットした。

破損具合についても、漆喰が剥がれているものや土壁が落

ちて竹小舞が露出しているもの（写真4-3）など程度は様々で

ある。船倉町、中央1丁目、中央2丁目、稲荷町、川西町、阿

知2丁目、美和2丁目において3か所とも破損した物件が確認

されている(写真4-4)。

表4-11　破損状況別件数

写真4-3 外壁に破損が見られる物件の例

写真4-4 屋根・下屋・外壁に損傷が見られる物件の例
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4-1-9 建物用途

用途をみると専用住宅 ( 戸建 ) が414件 (53.5%) で

最も多く、店舗114件 (14.7%)、専用住宅 ( 長屋 )99件

(12.8%)と続く。例えば三軒長屋の場合、1棟の物件で

調査票が3件記録されるため、件数と棟数は一致しない。

町家を意味する店舗兼住宅は79件(10.2%)と全体の1

表4-12　建物用途別件数

図4-12　建物用途別分布図

割程度であった。外観からは用途が判別できないもの

は13件あった。阿知2丁目には商店街があり、専用店舗

と兼用店舗で101件中57件を占めている。長屋は中央

2丁目や船倉町で多く確認され、美和1丁目では23件中

11件（47.8%）を占める。
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図4-13　接道条件別分布図

4-1-10 接道条件

接道条件は各物件が接する道路の幅員が大きい方に

着目し①幅員4m以上、②幅員4m未満、③未接道の3つ

に区分した。なお、本調査では調査員の安全確保のため、

調査中に幅員を測定せず、調査後に倉敷市認定路線網

図から路線毎の最大幅員を調べた。そのため、各棟の

実際の前面道路幅員や接道条件とは必ずしも一致しな

い。

774件中半数以上が幅員4m以上の道路に接してお

り、4m未満の道路に接している物件は295件(38.1%)、

未接道は32件(4.1%)である。阿知3丁目、船倉町、中央

2丁目では各地区の半数以上が4m未満の道路に接して

おり、地区内に細い路地が多く存在していることがわ

かる。また、鶴形1丁目、美和1丁目を除く全ての地区に

おいて未接道の物件が数件ずつ確認されており、これ

らの中には4-1-8で確認された破損が目立つものも含

まれている。

表4-13　接道状況別件数
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4-2 各地区の建築環境的特徴

本調査を通じて確認できた各地区の特徴を以下に整理する。

元々は地区内の一部が伝美地区に指定されていたが、

保存計画見直しにより同範囲が伝建地区に変更され、現

在は地区内に一般市街地と伝建地区の境界線が引かれて

いる。地区内は、本町と同様に道路美装化・無電柱化・街路

灯整備が完了しており、市重要文化財や旅館跡などの大

規模な伝統的建築物と修理・修景がなされた古民家が立

ち並ぶ歴史的町並みが整備されている(写真4-5)。本町と

異なり専用住宅が大半を占め、観光客の往来も比較的少

ないエリアである。

美観地区の裏通りや幹線道路沿いには非木造の集合住

宅が建ち、特に、裏通りでは道路を挟んで建物の様子が大

きく異なる町並み景観が見られる(写真4-6 )。また、伝建

地区の境界部分においても、道路に面した町家形式の物

件と現代住宅が隣り合う様子が見られる。

また、街区内には建築基準法上の道路とみなされない

狭小な未舗装の道も見られる。街区内は表通りよりも地

盤面が低く、2018年度の7月豪雨災害時には浸水被害が出

るなど、安全性の観点から課題を抱えるエリアも見受けら

れ、空き家や破損の目立つ物件も数件見受けられる(写真

4-7)。

美観地区の外側では、現代風の住宅や駐車場が整備さ

れている。本調査における調査対象物件であり、町家形式

として特徴を記録していた物件が2019年6月に除却され、

跡地にはコインパーキングが整備された(写真4-8)。

写真4-5　東町の歴史的な町並み景観

写真4-8　調査対象物件の解体工事現場

写真4-6　美観地区の裏通りの様子

写真4-7　街区内にある建築物

東町
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写真4-9　県道側の歴史的建築物

写真4-12　美和の町並み景観

写真4-10　地区中央部の集合住宅

写真4-11　中央病院南の2階建集合住宅

昭和初期までは農地として利用されてきたエリアであり、

調査対象物件は美和1丁目23件、2丁目30件と比較的少な

い。町家・古民家は地区の西側に多く確認され、美観地区

内と比べて建築年代が新しいものが多いと考えられる。東

側の県道沿いにも町家・古民家がいくつか確認され、中央

部分は現代風の住宅街となっている。

地区の東側（県道側）、中央病院の南には歴史的建築物

も確認され、前面の道路からセットバックしていないこと

から、道路整備以前から建っていたものと考えられる(写

真4-9)。

西側の美観地区から中央病院へ抜ける道沿いには町家

形式、或いは町家改修形式の物件がならぶ町並み景観が

見られる。

中央部分は住宅地であり、戸建住宅と比較的築年数の

浅い3~5階建の集合住宅が見られる(写真4-10)。調査時

には住宅新築工事の現場も複数確認された。中央病院の

南側には2階建のアパートが複数見られる（写真4-11）。こ

れらの中には建物や外構に破損が見られるものもあった。

この付近には高層建築物も1棟確認され、中央病院から

北側・倉敷駅側へ向かうにつれて建築物の規模は大きくなっ

ていく傾向が見られる。

全体として伝統要素をもつ建築物は分散しているが、美

和町第一公園の北側道路を西へ向かった先では、両側と

正面に伝統要素をもつ建築物が並ぶ町並みが見られる（写

真4-12）。

美和1丁目・美和2丁目
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大正から昭和初期にかけて市街地開発されたエリアで、

鶴形山の北側に位置し、地区中央には倉敷郵便局・倉敷東

小学校・倉敷東幼稚園がある。調査対象物件は主に郵便

局や小学校の周辺で確認された。かつては鶴形デパート

のある建物（写真4-13）が地区で最も高い建築物であった

が、現在では小学校の周囲にさらに高層のマンションが建

設されている。

倉敷郵便局は1872年に倉敷郵便取扱所として開設した

が、現在の局舎は1984年に新築されたものである。郵便

局の通り沿いには比較的規模の大きい洋風建築物である

教会がある（写真4-14）。

小学校の東側では、在来工法の町家が並ぶ町並み（写真

4-15）が見られ、西側のかつて宮坂町と呼ばれていたエリ

アには歴史的な町並み景観が見られる（写真4-16）。えびす

通り商店街南側入り口の付近は駐車場と公衆トイレが整

備されているが、2006年調査時点ではここに2軒の建物が

建てられていた。

倉敷中心市街地の中央通り東側エリアは、鶴形山を中

心として南側に美観地区が指定され、北側の鶴形エリアは

大規模に開発されてきた。その結果として、現在では高層

マンションが建設されているが、その足元には伝統的要素

を携えた町家や古民家が今も多く残されている。

写真4-13　鶴形の高層建築物

写真4-16　旧宮坂町界隈の町並み

写真4-14　鶴形の教会

写真4-15　倉敷東小学校東側の在来工法住宅群

鶴形1丁目・鶴形2丁目
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美観地区内と同じく江戸期から市街化が始まったエ

リアであり、調査対象の101件の歴史的建築物は、商店

街や高層マンションの足元のエリア等で確認された。

えびす商店街及び、えびす通商店街の店舗は、一部

空き店舗化しているものの概ね営業している。しかし、

建物の正面は改修・修景されているが裏側は外壁や建具、

屋根の痛みが目立つ物件も確認された（写真4-17）。こ

れらの物件は屋根・外壁共に被せ工法となっているも

のが多いため、本調査では内側の元の仕上げの破損状

況は確認できなかった。

また、倉敷センター街においても、看板建築のように

町家のファサードを新建材で覆うものが大半である。

一部の物件は、建物間の路地空間に入ると外壁の状況

を確認できた（写真4-14）。

えびす商店街及び、えびす通商店街の東側エリアに

も伝統的建築物は確認されたが、道路を挟んで反対側

では空き地・駐車場化された敷地が並んでいる（写真

4-19）。また、2019年6月時点でも解体工事をしている

現場もあり、小規模町家が少しずつ除却され大規模開

発が進められたと考えられる。

倉敷駅前を通る国道429号沿いは、大規模な建築物が

立ち並ぶが、阿知2丁目の一部エリアには国道の1本南

の通りに町家が残る（写真4-20）。この通りでは、商店

が軒を連ね地元住民に向けて営業を続けている。

写真4-17　裏側の損傷が目立つ店舗

写真4-19　空き地が並ぶ町並み

写真4-20　国道429号付近の町並み

写真4-18　店舗間に残る路地

阿知2丁目
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旧街道沿いは江戸期から、その周囲は明治期以降に

市街地として開発されたとされるエリアで、倉敷駅前

から延びる一番街に町家が立ち並び、その西側には屋

敷も見られる(写真4-21)。町家格子を持つものや塗屋

造りの大型町家、昭和期の大型町家など明治後期から

大正、昭和初期にかけて多くの歴史的建造物が残る一

方で、複数敷地を整理した3階建程度の集合住宅も建設

されている。

一番街は、市街地再開発事業のため通りの西側と東

側で状況が大きく異なる。西側ではシャッターが下り

たままの町家と、飲食店として改修された町家が混在

している。また、袋小路に複数の古民家が集まり、住宅

エリアを形成している(写真4-22)。東側は再開発事業

が進行しているため、調査時点では街区内部に空き家

となり荒廃した町家・古民家が確認された。事業区域内

の全ての建築物は除却され、2棟の再開発ビル建設が計

画されている。

旧市街地の道路骨格に対して、駅前の国道429号が約

45度の角度で斜めに通っているため、国道沿いは不整

形敷地が多く並ぶ。そのため建築物の除却後は多くの

場所で駐車場として利用されていると考えられる(写

真4-23)。

倉敷用水沿いは駐車場化と建物の更新が進んでおり、

一棟の一部のみを解体して建てられた集合住宅も確認

された(写真4-24)。用水北側には比較的大規模な屋敷

もみられ、用水上に建てられていた地区施設は2018年

度に除却された。

写真4-21　町家と屋敷が混在する町並み

写真4-24　棟の一部を解体して建てた集合住宅

写真4-22　袋小路の古民家群

写真4-23　国道429号沿いの空き地群

阿知３丁目
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倉敷用水南側のエリアで、明治期以降に市街化され

た。地区は国道429号の北側まで含まれるが、本調査で

は国道以南のみを対象としている。国道北側エリアに

は店舗や集合住宅、大学関連施設等様々な用途が見ら

れる。外観の破損が見られる店舗が残るなかで、新築

の戸建て住宅も建設されている、新旧の町並みが入り

混じるエリアである。

倉敷用水は両側に古民家が並び、かつては抜けた景

観が広がっていたと考えられるが、現在では北側から

用水を見た時に正面に高層のホテルが見える(写真

4-25)。用水の一部では転落防止用の柵が新設されてい

る。

倉敷用水南側街区の内側には、一部を改修した長屋

群が確認され、その多くは今も住宅として利用されて

いると見られる(写真4-26)。用水西側のエリアには、

道路沿いに旅館跡が複数件確認できた。現在は旅館と

しての営業はしていないものと考えられる。また、用水

の一本南の道路沿いには、本瓦葺の旧旅館や小規模な

町家が並ぶ町並みが見られるが、経年劣化により建物

全体が傾いた状態の古民家も確認された(写真4-27)。

この道路沿いでは、複数の敷地を整理して5階建ての集

合住宅も建設されている。地区の南側で稲荷町との境

界付近にはさらに高層のマンションも建設されており、

伝統的な建築物の更新が進んでいるエリアであると考

えられる(写真4-28)。

写真4-25　倉敷用水の景観

写真4-28　稲荷町からみた高層マンション

写真4-26　用水南街区内の長屋群

写真4-27　旅館跡が並ぶ町並み

川西町
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写真4-29　スナックビルが並ぶ町並み

写真4-32　用水沿いの町並み

写真4-30　中央部の路地景観

写真4-31　本瓦葺きの古民家

東側の一部が大正から昭和初期以降に市街化された

エリアで、それ以外の地域は昭和期に市街化された。

調査件数は41件と他地区に比べて少なく、用途として

は半数以上が戸建住宅であり、町家改修形式が大半で

町家形式は3件のみであった。地区内には高層マンショ

ンが数棟見られ、中心市街地の中で人口増加が著しい

地区である。地区を南北に走る道路沿いには、スナッ

クビルが数件並んでいるが、外観の様子から空き店舗

化しているものが多いと見られる(写真4-29)。

地区中央部には、建築年代は比較的新しいとみえる

小規模な古民家が路地に密集しており、屋根や外壁に

破損が見られるものもある。このエリアには、外壁は

一部改修しているものの、本瓦葺きやなまこ壁といっ

た伝統様式をもつ古民家も確認された（写真4-31）。

東側の用水沿いには西側に町家が、用水を挟んで東

側に古民家が残る町並みが見られる(写真4-32)。西側

は町家が除却されて戸建・集合住宅が新築されている。

また、町家の1階部分をリノベーションした飲食店も確

認された。各住戸前にある用水にかかる橋は、一部で

駐車車両が見られた。

過去の調査結果と比較すると、空き家と判断された

ものが店舗化したものや、古民家を除却し新築された

戸建て住宅が見られる。

稲荷町
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写真4-33　街区内にある被せ工法の民家

写真4-36　調査対象の解体工事現場

写真4-34　中央1丁目交差点の景観

写真4-35　幼稚園前にある荒廃物件

中央1丁目のうち本調査で対象としたのは、県道22号

（白壁通り）より北側で伝建・伝美地区を除くエリアで

あるため、調査件数は17件と最も少ない。このうち、町

家改修形式が12件と半数以上を占めており、1階外壁構

造では被せ工法が9件となっている。

伝建・伝美地区外では町家を改修して使い続ける一

方で、美観地区の境界となっている通り沿いでは、道路

両側の建築物が除却され駐車場とが整備されている様

子も見られる（写真4-33）。

中央1丁目交差点の東側には建物の一部には損が目

立つ物件が3件確認された。植栽の管理が不十分で歩道

に覆いかぶさったままの状態も見られるため、安全性・

景観整備の観点からの早急な対応が必要だと考えられ

る(写真4-34)。

中央2丁目は用水沿いや西側に屋敷形式が残り、東側

には長屋が残る。倉敷幼稚園前にある屋敷は、屋根や

壁が崩れ落ち植物が生い茂り危険な状態のまま放置さ

れていると考えられる（写真4-35）。他地区よりも入母

屋屋根の物件が多く、用水路沿いや白壁通り沿いで複

数件確認された。

地区南側の中央部では2015年の調査対象が1棟除

却され、2019年6月には北側でも1棟除却された（写真

4-36）。白壁通りは看板建築風に改修されたものが並び、

美観地区内とは時代の異なる町並みを形成しつつある。

中央1丁目・中央2丁目
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船倉町は明治期以降に市街化され、本調査では113件

と最も多くの物件を確認した。桟瓦葺きの切妻屋根の物

件が多く、1階外壁は被せ工法が49件確認された。また、

91件が町家改修形式であり、町家を修理・改修しながら

使い続けてきたことがうかがえる。白壁通り沿いに比

較的新しい店舗が数件見られ、その南側には住宅地が広

がっている。

地区南側には長屋群が見られ、今も住宅として利用さ

れていると見られるものの、外観や外構の状況から空き

部屋が多く発生していると見られる。街区内部には広場

的空間があり、ベンチやパラソルが置かれていることか

ら周辺住民が日常的に利用しているものと考えられる（写

真4-37）。また、中心市街地にはかつて複数の銭湯が営

業していたと言われ、船倉町には銭湯跡と思われる建築

物が残存している（写真4-38）。

向山西斜面にある長連寺の階段を上ると、手前に船倉

町の低層建築物の屋根並みが見え、奥には稲荷町や川西

町にある高層マンションが見える（写真4-39）。船倉町

には白壁通り沿いを除いて中高層の建築物は建てられ

ていない。

他地区には見られない船倉町の特徴として、建物間の

路地網が密に発展していることが挙げられる。その多く

は舗装されていな土の道であり、住民のプライベートな

通路として利用されていると考えられる(写真4-40)。

写真4-37　街区内部の広場的空間

写真4-40　建物間の路地空間

写真4-38　銭湯跡

写真4-39　長連寺からの景観

船倉町
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写真4-41　アイビースクエア裏通り

写真4-44　裏通り沿いの新築住宅（左）

写真4-42　美装化された道路

写真4-43　未舗装の狭小通路

本町は大半が美観地区内に含まれているが、本調査で

はアイビースクエア北側の美観地区外のエリアのみを

対象とした。美観地区の西側には伝建地区を取り巻くよ

うに伝美地区が指定されているが、東側はアイビースク

エアを除いて伝美地区指定がなく、一般市街地と伝建地

区が接している。町家改修形式が17件中9件で住宅が多

く見られる。

アイビースクエア裏通りは、レンガ、漆喰、杉板、石垣

など多様な種類の壁面が見られ観光客往来もあるが、事

業所の駐車場があるため自動車の出入りがある（写真

4-41）。美観地区とアイビースクエアを結ぶ南北の通り

では、蔵を改修した店舗や、現代建築の美術館がみられ、

近年では観光客もこの通りを歩く様子が見られ、2018

年には道路の一部が美装化された（写真4-42）。

美観地区のすぐ裏の通りは幅員4m未満の路地で舗装

されておらず、かつては水路であった。この路地沿いに

も数件伝統的な建築物が確認されたが、荒廃しているた

め安全面の観点から早急な対応が必要と考えられるも

のもあった(写真4-43)。この物件の付近には物件が除

却されて、空地となっているものも確認された。一方で、

2019年にはこの通り沿いに住宅が新築されているが、

建築様式や仕様建材などは現代風である（写真4-44）。

また、街区内部には未接道と思われる敷地も数件あり、

損傷が目立つ建築物も確認された。

本町



おわりに

本調査では、美観地区にお住いの方、市内にお住まいの方、市外にお住まいの方、学生、教職員の方など、

4日間で延べ61名の方にご参加頂き、普段は歩かないエリアや小さな路地を含め市街地を隈なく歩きました。

まち歩きを通して、倉敷中心部の歴史的建築物の現状を市民と共有することができ、大変有意義な調査となっ

たと感じています。ご多用な中、調査にご協力頂きました参加者の皆様に改めて感謝申し上げます。

地域おこし協力隊として倉敷に移住し、町家調査や町家利活用の相談対応等の2年間の活動を通じて、

市内各所にある歴史的町並みの現状を知り、その魅力に気づくことができました。また、その場所で生活さ

れる方や、町並みの維持・整備に取り組まれる方との対話を通して、市民の皆様のまちづくりに対する思いを

実感致しました。

本稿が、2018年時点での倉敷中心部の建築環境を記録したものとして、今後のまちづくりの基礎資料の

一端となることを願い、本稿の結びと致します。

2020年3月31日

倉敷市地域おこし協力隊（まちづくり部）

田宗人
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※京都市都市計画局　まち再生・想像推進室：京町家を未来へ　
京都市京町家の保全及び継承に関する条例　京町家条例のあらまし，2018年　に基づき作成

2018年度に倉敷市地域おこし協力隊（まちづくり部）吉田宗

人氏が実施した調査の結果を踏まえ、当法人により中心市街

地の町並み保存・整備に関する課題を以下のように整理する。

①伝統的建築物の保全・活用に向けた建築基準法適用

除外条例の制定

文化財指定されたものについては基準法の適用除外を

受けることも可能となるが、中心市街地に残る文化財未満

の物件を増改築・用途変更等をする場合には、原則として

現行の基準法に適合させる必要がある。しかし、歴史的建

築物においては、その歴史的・文化的価値を維持したまま

基準法に適合させるための改修を行うことが難しい場合

がある。これに対し、歴史的建築物の活用を促進する方策

として、建築基準法第３条第１項第３号に基づき、地方公

共団体が定める条例により現状変更の規制及び保存のた

めの措置が講じられた歴史的建築物で、特定行政庁が建

築審査会の同意を得て指定したものについては、当該歴史

的建築物に対する基準法の適用を除外する仕組みが講じ

られている。

この仕組みについて、2018年3月には国交省から「歴史

的建築物の活用にむけた条例整備ガイドライン」が公表さ

れた。このガイドラインは、条例の制定から活用までの流れ、

条例の制定段階や保存活用計画作成時の留意事項、代替

措置、包括同意基準、支援措置等で構成されており、各自

治体が建築物の歴史的・文化的価値を保全・継承するため

のいわゆる「基準用適用除外条例」を策定することを後押

ししている。

本調査で確認した伝統的建築物の多くは、耐震や防火

の項目で既存不適格となる恐れがあり、これらを今後の中

心市街地活性化、町並み景観保存・整備の資源として活か

す場合には基準法の適用除外という手法も有効であると

考えられる。

②伝建地区を含めた町並み保全・整備区域の見直

倉敷市は全国に先駆けて伝建地区の周辺景観保全に取

り組んだ自治体であり、鶴形山南に伝建地区、その周囲を

取り巻くように伝美地区、中央通りの両側と向山に背景地

区、そして美観地区を中心として眺望景観保全地区が指

定されている。このうち、背景地区、眺望景観保全地区は

大規模建築物の新築に関わるもので、伝統的な建築物を

保全・活用していく地区指定は伝建地区と伝美地区の21ha

に限られている。しかし、美観地区とは建築年代が異なる

ものの、倉敷中心部の歴史を表す物件は中心市街地内に

多数残存し、現状ではこれらが価値判断なく消失している

ことが確認された。

伝建地区での保存事業が進められて40年が経過し、地

区内は建造物の修理・修景と美装化・無電柱化等が完了し

美しい町並み景観が整備されている一方で、保存・整備の

手立てが講じられていない一般市街地と景観的に格差が

生じている。また、大橋家界隈は美装化をはじめ景観整備

が進められているものの、駅前から延びる中央通りによっ

て美観地区とは景観的・動線的にも分断されている。この

ような現状に対しては、保存・整備に関わる地区指定が有

効であると考えられる。

③倉敷の伝統様式の明確化と保全・活用の支援措置

京都市では、歴史、文化及び町並みの象徴である京町家

の保全及び継承を、多様な主体との協働の下に推進してい

くことを目的として、2017年に「京都市京町家の保全及び

継承に関する条例」（京町家条例）を制定した。この条例は

2008年から2016年にかけて5,000件以上の京町家が滅失

したことを契機として制定されたもので、指定区域内の町

家或いは単体指定をうけたものを解体しようとする場合、

1年以上前に届け出ることを義務付け、行政や民間から保
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全・継承に向けた各種支援を行う制度である。この条例で

は京町家を前頁下表のように定義している。

伝建地区制度のような許可制をとることなく、京町家解

体を届出制として解体までの1年間に保全・活用に向けた支

援をするゆるやかな保全施策と捉えられる。倉敷において

も伝統的建築物を活用して事業をしたいという需要は多く、

町家トラストへの相談件数も多い。衝動的に解体してしま

うことで貴重な建築物の保全・活用のチャンスを失うこと

となってしまうため、行政や支援団体と相談する機会をも

つことが合理的な保全・活用につながると考えられる。「京

町家」を条例で定義しているように、倉敷ではどのような

様式をもつものが伝統的であるのかをある程度明確化す

る必要がある。

④空家バンク・古材バンクの設置

2018年度に町家トラストに寄せられた相談として、「家は

解体してしまうが、使えそうな建具や庭の石造物などを地

域内の町家に使ってもらえないか」というものがある。経

年劣化等により建築物そのものの保全・継承が困難であっ

ても、建材や建具の一部利活が利活用できるような場合、

それらを処分してしまわず一時的に保管する場所を設ける。

そして、他の修理・改修時に利用するといった、いわば地域

全体で保全・継承に取り組む「古材バンク」のような仕組み

できることが望ましいと考えられる。

この仕組みの実現には、

①古材をストックする場所の確保

②建築物の解体時における利用可能な古材の選別

の２つの課題がある。①については、収容容量や管理の

観点から比較的大規模な場所に集約することが望ましい

と考えられる。②については、先述の京町家条例のように、

建築物の解体予定を事前に把握する仕組みを設けること

で実現に近づくものと考えられる。

⑤伝統様式・工法の継承のための設計・施工業者認定

制度の創設

現在の美観地区の修理・修景基準は建築物の形態に関

する基準のみで運用されており、町並み景観の継承はでき

ても、それを生み出す伝統的な工法の継承は担保されて

いないと考えられる。美観地区及びその周辺地域も含めた

町家・古民家の保全・継承・利活用には、「形態」だけではな

く、これらを生み出し維持していく「仕組み」の継承が必要

であり、そのためには地元に伝統工法の設計・施工の担い

手が居続けられる環境整備が求められる。

そこで、町並み保全・整備に関連する新築や修理、改修

等を担う各種業者について、倉敷の伝統工法を習得し保全・

活用制度を理解した者を認定し、彼らにインセンティブを

与えるような仕組みが有効であると考えられる。

また、倉敷の町並みは近世の伝統的な建築物のなかに

近代の建築物があり、これらの調和が町並みの魅力を生

み出している。美観地区及び周辺地域の将来を考えると、

新旧の調和を近世から近代で留めるのではなく、地域の

建材や職人による新時代の町家様式が許容される仕組み

が必要である。町並み保存とは、近世の町家・古民家の単

純な凍結保存ではなく、地域の伝統的建築様式とそれを

生み出す技術、町家での生活様式が維持・継承されていく

ことが本質であると考える。

⑥駐車場増加に関わる課題

建築物除却後の土地の暫定利用の形態として駐車場が

挙げられるが、駐車場は土地の低利用地として位置づけら

れている。これに対し、京都市では京町家の保全・継承の

観点から解体を届出制としている。金沢市では交通渋滞

の緩和と歩行者の安全性向上、中心部への過度な車の流

入抑制を目的とした「駐車場適正配置条例」において、「ま

ちなか駐車場区域」を指定し、中規模以上の駐車場設置

を届出制としている 。この条例は、住宅地の駐車場に業

務用の車両が流入していることが、中心部の定住人口が減

少しているにもかかわらず駐車場が増加してしまう状況へ

の対策として制定されている。

本調査では2014年調査から7件の物件が駐車場へと変

わっており、美観地区を取り巻くように伝統的建築物跡地

の暫定利用である月極駐車場やコインパーキングが整備

されていることが確認された。また、美観地区内において

もモルタルで覆われた町家改修形式の物件が取り壊され

てコインパーキングに変わっている。

倉敷中心部は駐車場が増え続けている現状であるが、

駐車場需要と供給の関係を再確認し、カーシェアや駐車

場シェアの導入、公共交通サービスの充実等によって、マイ

カー不要・歩いて暮らせる都市の実現可能性が十分にある

と考えられる。



おわりに

わが国有数の歴史的町並みが見られる美観地区内では、多くの古民家・町家がテナント化してショッピン

グモールのようになりつつあり、倉敷独自の生活文化が見えづらくなった。50年に及ぶ保存事業の成果とし

て美しい町並み景観は維持されてきているが、現行の法制度では担保されない暮らしの文化を再評価し「住

み続けられる・住み継げられるまち」を目指していくことが課題であると考えられる。

一方で、美観地区の周辺地域においては合計774件の伝統的建築物を確認することができた（ただし、調

査範囲の一部に美観地区を含む）。都市の中心部に残るこれらの物件は、一部空き家として放置されてい

るものもあるが、多くは住宅や店舗として利用され続けられている。美観地区が近世から近代の町並みを

残すエリアであるとすれば、周辺に残るこれらの物件は近代から現代の倉敷の歴史を表象する歴史資源で

あるともいえるだろう。これらの物件については、点として保存・整備する手立てはあるが、さらに、町並みと

して或いはエリアとして維持・活用していく手立て・方針が必要である。

町並み保存のひとつの手法としての美観地区が運用され始めて50年が経過した2019年現在、美観地区

の周囲に残る数多くの歴史資源に目を向け、評価し最大限利活用していくことが、歴史都市倉敷のあるべき

姿であると同時に、持続可能な開発目標が示す「都市」のあるべき姿ではないだろうか。

2020年3月31日
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